
「わかあゆクラブ」活動基本方針 

舟形町部活動改革検討委員会  

１ 基本方針  

第７次舟形町総合発展計画「住んでいる人が誇れるまちづくり『わくわく未来ふながた』」のも

と、少子化などの社会情勢の変化に対応し、持続可能なまちづくりを進めています。町の教育目標

である「地域に育ち、地域を育てる町民の育成」のもと、将来にわたり舟形の子ども達がスポーツ

や文化芸術活動等に継続して親しみ、楽しむことができる環境、機会を確保することを目指してい

きます。 

  

２ 「わかあゆクラブ」事務局の設置について  

  「わかあゆクラブ」を運営するために事務局を設置し、次の事務を行う。事務局には、部活動 

地域コーディネーターを配置する。  

①クラブの運営に関すること  

②「舟形町青少年スポーツ・文化活動地域支援事業」に関すること 

③休日のバス運行に関すること 

④各クラブの活動施設の使用に関すること  

⑤指導者の確保及び指導者の資質向上を目的とした研修会実施に関すること   

⑥その他  

 

３ 各クラブについて 

  中学校で現在設置している各部活動について、クラブとして設置する。ただし、別紙「舟形中  

学校部活動地域展開「わかあゆクラブ 各種目クラブ」に関する認定要項」に沿って認定された 

団体とする。 

  ・野球 ・サッカー ・ソフトテニス ・バレーボール ・バドミントン ・吹奏楽 

 

４ 各クラブの運営について  

   クラブの運営は、それぞれ休日の活動を希望する生徒の保護者で組織し、役割を以下のとお  

りとする。  

（１）クラブ規約の作成 

クラブ規約のもとクラブの運営を行う。 

（規約内容） 

・クラブ体制の構築 

※会長、副会長、会計、事務を置き、役割分担をしながら運営を行う 

・指導方針 ・練習日程  ・参加大会等  

・舟形町部活動ガイドラインの遵守（活動時間等） 

・月会費 ・保険（傷害保険・賠償責任保険） ・指導者（資格・シフト・人数） 

・緊急時の対応 ・練習や試合の送迎  



（２）休日の練習会場の調整及び確保  

（３）練習日程の設定（練習試合等の調整を含む）  

（４）大会参加申込及び引率  

※中学校文化連盟及び中学校体育連盟主催以外の大会に参加する場合は、資格要件等（参加  

対象や登録の必要性、保険等）を十分に確認すること  

（５）指導者との連絡調整  

（６）指導者体制の整備 

・継続した指導方針のもと指導が行われるように、持続可能な指導体制を構築していくこと 

 

５ 各クラブの活動について  

（１）基本活動  

   ・原則土曜日の午前中とし、日曜日及び祝日は活動を行わない  

   ・練習試合等は、原則県内のみとする  

（２）活動時間  

   ・移動時間を含めず、３時間程度とする  

（３）注意事項  

   ・クラブ指導者のもと安全確保（熱中症対策等）を図り、過度な活動を行わないこととする  

   ・中学校施設及び教育委員会施設を主に活用し活動する  

 

６ 各クラブの費用負担について 

  受益者負担とする。  

（１）会費について  

部活動の負担も考慮し、活動の維持・運営に必要な範囲で、可能な限り低廉に設定する。 

会費には、保険加入費、必要な消耗品費、登録関係費等のほか、指導者への謝金を含むものと 

し、それぞれの活動クラブで金額を設定する。 

 

（２）「舟形町青少年スポーツ・文化活動地域支援事業」の活用について 

町内小・中学校児童生徒のスポーツ活動並びに文化活動を支援し、心身にわたる健全育成と競 

技力の向上を目的とし、舟形町補助金等交付規則（平成 19年規則第３号）及びこの要綱の定め 

るところにより、予算の範囲内おいて、舟形町スポーツ少年団に属する単位団及び舟形中学校部  

活動保護者会の運営費等に対して補助金を交付するものとする。 

 

７ 各クラブの指導者について  

指導者は、心身の成長途上である生徒を指導することから、生徒の心身の健康管理（スポー 

ツ障害や外傷の予防、熱中症防止、バランスの取れた生活の配慮等）、事故防止を徹底しなが 

ら、過度な負担とならないことはもちろん、体罰・言葉の暴力・ハラスメントなどの根絶に保 

護者とともに努める。  

 



（１）指導者の資質向上 

教育委員会は、指導者に対し、学校部活動の理解とわかあゆクラブの活動方針の共有を行 

い、研修等を通じて指導力向上等の資質向上を図る。  

（２）事故・トラブルの防止 

指導者は、生徒や保護者に対する不適切な行為の防止に努めるだけでなく、生徒間で事故 

やトラブルがあった場合には、クラブ団体、教育委員会と連携し対応する。  

（３）学校との連携 

学校は、部活動顧問とクラブ指導者と情報共有を図り、連携しながら指導を行う。  

  

８ 各クラブの大会参加について  

（１）中学校文化連盟及び中学校体育連盟主催の大会 

各中学校名で参加し顧問が引率し、スクールバスの申請は学校で行う。  

（２）（１）以外の大会 

クラブ名で参加し、各クラブ保護者が引率し、コーチが大会指導を行う。  

 

９ 各クラブのスクールバス利用について 

  舟形町スクールバス運行管理規定に則って利用すること。 

（１）休日練習・大会参加等  

クラブ団体の代表者は、毎月の練習日を前月２０日までわかあゆクラブ事務局へ報告し、ク 

ラブ事務局がバス運行を手配する。  

（２）その他  

休日活動のバス運行については、バスの台数の調整上、送迎を保護者対応とする場合がある。  

 

１０ 各クラブの活動場所について 

活動場所として、舟形町立学校施設を使用する場合は、「舟形町立学校使用規則」に則り使用す 

ること。  


